


 
招集ご通知 24 ページから 26 ページに記載の「取締役の職務の執行が法令および定款に適
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３．損失の危険（以下「リスク」という）の管理に関する規程その他の体制（規則第 100 条

第 1項第 2号） 

① 取締役会、稟議等の重要な意思決定を行う際には、当該事案から予測されうるリスク




